
構内出店 

 

◆ 公認団体が行う催物のチケット、機関誌の販売等、活動の一環として必要な場合

に限ります。 

◆ 許可期間は最長２週間です。学生課（池袋）窓口備付の「施設使用願」に必要事

項を記入の上、出店希望日の２日前（土日祝含まず）までに申込みをしてくださ

い。 

◆ 販売を伴う場合は金額を明記してください。 

  （※団体のグッズ販売等、日常活動に無関係な出店は不可） 

 


